
（単位：人/日）
R2年度 R5年度 R7年度

202.52 405.05 540.06

本県の追加的需要に係る按分結果及び在宅医療の数値目標に係る現状値について

１ 肝属保健医療圏の追加的需要

２ 2023（令和５）年における肝属保健医療圏の追加的需要（按分結果）
（単 位：人/日）

３ 第７次保健医療計画における「在宅医療に関する数値目標（関係部分）」と現状値

≪数値目標の考え方≫（第７次保健医療計画より抜粋）
【訪問診療を実施している医療機関の割合】
「平成28年度医療施設機能等調査」によると，「今後在宅医療を実施したいと考えている」とした医療機関が５%程度

あることを考慮し，現状値から５%増加することを目指します。

【訪問看護に取り組む訪問看護ステーション利用実人員（高齢者人口千対）】
平成27年の本県の訪問看護ステーション利用実人員は11.1人となっています。今後の高齢者人口の伸び及び訪問診療

の利用者の伸びを考慮し，平成32年における目標値を設定しました。

（参考）2025（平成37）年の在宅医療等の医療需要 [県地域医療構想抜粋]
（単位：人/日）

目標項目 計画策定時 現状値 目標値　（達成時期） 備考

訪問診療を実施している
医療機関の割合

30.7％
（平成27年度）

30.5％
（平成30年度）

35.7％
（平成32年度）

【計画策定時】
H27年度NDB（厚生労働省）
【現状値】
H30年度KDB（厚生労働省）

退院調整に関する仕組みを設
けている二次医療圏域数

１圏域
（平成29年度）

９圏域
（令和２年６月）

９圏域
（平成32年度）

訪問看護に取り組む訪問看護
ステーション利用実人員
（高齢者人口千対）

11.1人
（平成27年度）

14.7人
（平成30年度）

11.7人
（平成32年度）

（転換分含む） 居宅介護サービス

152.00
（うち転換済：143）

33.00

医療圏 追加的需要

内訳

外来受診対応分
在宅医療対応分

訪問診療
介護保険施設対応分

肝属 405.05 208.15 44.90

平成

29 30年度 令和元年 2 3 4 5 6 7 8年度
第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画

追
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＋
地域差
解消分

①
②

医療計画、介護保険事業（支援）計画におけるサービス需要の考え方

① 既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人ホームへ移行することにより、介護
サービスが受け皿となる分（介護療養型医療施設については移行前後で介護サービスとしての受け皿であることに変わりはない）

② ①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人
ホームが受け皿となる分

③
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、在宅医療及び介護サービス（在宅サービス・居
住系サービス）が受け皿となる分
（既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、特定施設入居者生活介護等に移行する場合も含む）

④ 外来が受け皿となる分（介護サービスについては、利用者の状態像が明らかではなく必ずしも定量的な介護サービスの受け皿の推
計ができるわけではない）

③
④
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④208.15

③44.90

①②
152.00

④104.07

③30.45

①②
68.00

④277.53

①②③
262.53

202.52

405.05

540.06

在宅医療等
訪問診療のみ

肝属 2,455 1,224

構想区域

資料１－２


